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現在、年金から引去りされている「長寿医療制度の保険料」及び「国民健康保険税（加入者が65歳～74歳のみの世
帯）」（以下、「保険料」）は、今まで一定の条件に該当しなければ口座振替による納付ができませんでしたが、
新年度からはご本人の希望により口座振替に変更できるようになりました。

��������福祉課国保医療年金係　�62-1211(内線125・126)　�fukushi@town.haboro.hokkaido.jp

▲

【�：納付回数と1回あたりの納付額の比較】
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年6回の年金支給月に引去り。
年間の保険料が72,000円の場合、
1回の納付額は12,000円。
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7月～翌年2月の年8回で振替。
年間の保険料が72,000円の場合、
1回の納付額は9,000円。
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【��】

・納入義務者（被保険者）本人の口座から

振替える場合　�　�������

・納入義務者の配偶者名義の口座から振

替える場合　�　�������	
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